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説

(

一

)

(

一

一

)

(

一

一

一

)

法
律
案
の
作
成
段
階

国
会
審
議
段
階

士
口
五
日

卓
小
雪
ロ

論

序
(
ニ
本
稿
の
目
的

我
が
国
は
、
国
民
主
権
の
原
理
の
下
に
、
代
表
民
主
制
を
と
り
、
「
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
で
組
織
さ
れ
る
国
会
が
「
国

い
わ
ゆ
る
強
制
委
任
を
否
定
し
、
集
合
的
委
任
の
考
え

(
l
)
 

方
を
と
る
こ
と
に
よ
り
「
国
の
立
法
府
が
国
民
の
一
般
的
意
思
を
代
表
す
べ
き
だ
と
い
う
理
念
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

の
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
代
表
」
概
念
と
し
て
は
、

な
が
ら
、
社
会
的
な
価
値
や
利
益
が
多
元
化
す
る
中
で
、
「
多
少
と
も
統
一
さ
れ
た
均
質
的
な

H

国
民
の
意
思
μ

の
客
観
的
な
存
在
さ
え
も

疑
わ
し
く
な
っ
て
」
お
り
、
「
相
争
、
つ
諸
利
益
を
選
挙
と
多
数
決
の
ル

l
ト
を
通
じ
て
統
合
し
、
よ
り
多
数
の
国
民
の
意
思
を
立
法
に
反
映

(
2〉

さ
せ
る
と
い
う
」
立
法
府
に
お
け
る
代
表
の
意
味
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
な
か
で
、
国
会
が
法
律
制
定
の
機
関
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

(3) 

政
治
抗
争
の
場
へ
と
変
貌
し
て
お
り
、
そ
の
立
法
機
能
が
十
分
に
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
憲
法
学
者
を
中
心
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

他
方
、
近
年
、
政
治
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
議
会
衰
退
論
見
直
し
の
動
き
が
あ
り
、
手
続
き
に
お
け
る
全
会
一
致
制
、
会

期
制
、
委
員
会
制
、
二
院
制
と
い
っ
た
議
会
の
制
度
的
な
い
し
は
慣
行
上
の
ル

l
ル
を
活
用
し
た
野
党
の
ヴ
ィ
ス
コ
シ
テ
ィ

l
(〈

5
0回国々
)
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の
概
念
に
着
目
し
、
な
い
し
は
こ
の
よ
う
な
概
念
の
提
示
を
契
機
と
し
て
、
議
会
、
特
に
我
が
固
に
お
け
る
国
会
の
機
能
を
再

(
4
)
 

評
価
し
よ
う
と
す
る
論
者
が
少
な
か
ら
ず
出
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
粘
着
力
)

我
が
国
の
国
会
の
機
能
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
の
違
い
は
、
両
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
、
す
な
わ
ち
規
範
的
な
観
点
か
ら
か
、
現

実
機
能
的
な
観
点
か
ら
か
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
遠
い
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
論
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
状
況
及
び
時
代
認
識
に
も
起

(
5
)
 

因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
後
者
の
立
場
に
立
つ
論
者
は
、
議
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
み
な
ら
ず
、
法
律
案
が
議
会
に
提
出

(6) 

そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
も
議
会
の
機
能
を
再
評
価
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と

さ
れ
る
ま
で
の
「
国
会
事
前
手
続
」
に
も
着
目
し
、

は
、
唯
一
の
立
法
機
関
た
る
国
会
の
地
位
、
特
に
議
院
内
閣
制
の
下
に
お
け
る
国
会
の
位
置
付
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
我
が

国
議
会
制
の
あ
り
方
の
基
本
に
か
か
わ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

立法過程における意見調整システムとその限界

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
認
識
の
違
い
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
立
法
過
程
に
お
け
る
立
法
の
民
主
性

l
|
国
民
の
意
思
が
立
法
に
反

映
す
る
と
い
う
意
味
で
の
民
主
性
|
|
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、
民
意
が
立

法
に
反
映
さ
れ
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
主
権
の
原
理
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

民
意
と
い
い
、
あ
る
い
は
国
民
の
意
思
と
い
っ
て
も
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
多
元
化
・
多
様
化
し
つ
つ
あ
り
、
何
が
国
民
の
意

思
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
加
え
て
、
あ
る
法
律
案
に
対
す
る
国
民
の
意
思

|
l
こ
こ
で
い
う
国

マ
ス
コ
ミ
に
代
表
さ
れ
る
抽
象
的
な
世
論
で
あ
れ
、

ま
た
、
与
党
の
も
の
で
あ

民
の
意
思
と
は
、
具
体
的
な
利
害
関
係
者
の
意
見
で
あ
れ
、

れ
、
野
党
の
も
の
で
あ
れ
、
当
該
法
律
案
に
対
し
て
表
明
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
意
見
を
い
う
!
!
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
高
度
に
専
門

分
化
し
、
し
か
も
膨
大
な
量
の
法
律
案
が
毎
回
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
世
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
重
要
な
法
律
案
で
も
な
い
限

り
、
個
々
の
法
律
案
に
対
す
る
国
民
の
意
思
と
い
う
も
の
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無
力
感
を
す
ら
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
実
の
立
法
の
場
に
あ
っ
て
は
、
政
党
や
各
種
利
益
集
団
、

マ
ス
コ
ミ
等
が
、
国
民
の
意
思
を
代
弁
す
る
と
い
う
フ
ィ
ク

北法43(6・3)1277 



説

(
擬
制
)

そ
れ
ら
の
意
見
と
て
「
多
少
と
も
統
一
さ
れ

の
下
に
、
国
民
に
代
わ
っ
て
意
見
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、

、
ン
ョ
ン

た
均
質
的
な
意
思
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
立
法
者
が
と
り
得
る
道
は
、
多
元
化
・
多

E命

様
化
し
た
意
見
を
い
か
に
調
整
し
、
立
法
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
令
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
能
う
る
限
り
で
の
最

良
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
方
法
が
議
会
に
お
け
る
多
数
決
の
ル

l
ル
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
我
が

国
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、

そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
意
見
調
整
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
意
見

調
整
過
程
を
経
た
法
律
案
が
は
じ
め
て
法
律
と
し
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
前
提
に
、
我
が
固
に
お
け
る
立
法
過
程
に
お
い
て
、

い
つ
、
誰
の

ど
の
よ
う
な
意
見
が
実
際
の

立
法
に
反
映
し
、

ま
た
は
反
映
し
得
る
の
か
、

さ
ら
に
は
相
異
な
る
意
見
を
調
整
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
ど
の
よ
う
な
制
度
な
い
し
ル

1
ル

が
あ
り
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
や
や
も
す
る
と
観
念
的
な
議
論
が
先
行
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
我
が
国
の
立
法
過
程
に
お
け
る
立
法
の
民
主
性

の
問
題
が
、
多
少
と
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
保
守
党
に
よ
る
長
期
単
独
政
権
が
続
い
て
い
る
我
が
国
の

特
殊
政
治
状
況
下
に
お
い
て
は
!
?
否
、

い
ず
れ
の
政
治
状
況
下
に
お
い
て
も
ー
ー
そ
の
よ
う
な
立
法
過
程
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム

に
は
一
定
の
限
界
が
存
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
限
界
を
併
せ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
立
法
過
程
に
お
け
る

立
法
の
民
主
性
の
意
味
と
そ
の
限
界
を
考
え
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

北法43(6.4)1278



(
二
)
本
稿
の
前
提

(
ア
)
立
法
及
び
立
法
過
程
の
意
味

立
法
の
意
味
を
広
く
一
般
的
・
抽
象
的
法
規
範
の
定
立
と
解
す
る
な
ら
ば
、
国
会
に
よ
る
法
律
の
制
定
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
に

よ
る
条
例
の
制
定
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
国
会
の
機
能
と
の
関
連
に
お
い
て
立
法
過
程
を
考
察
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
会
の
議
決
を
経
て
定
立
さ
れ
る
一
般
的
・
抽
象
的
法
規
範
、
す
な
わ
ち
形
式
的
意
味
で
の
法
律
を

対
象
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

立法過程における意見調整システムとその限界

次
に
、
立
法
過
程
す
な
わ
ち
法
律
の
発
案
・
審
議
・
制
定
過
程
に
着
目
し
た
と
き
、
議
員
提
出
法
律
案
と
政
府
提
出
法
律
案
と
で
は
、
特

(
7
)
 

に
そ
の
発
案
過
程
に
著
し
い
相
違
が
み
ら
れ
る
。
法
律
の
発
案
も
含
め
て
国
会
の
唯
一
の
立
法
機
関
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
議
員
提
出
法

(
8
)
 

律
案
を
中
心
に
そ
の
立
法
過
程
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
府
提
出
法
律
案
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
法
律
案
の
立
案
起

草
の
大
部
分
が
行
政
府
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
我
が
国
の
現
状
か
ら
し
て
、
議
員
提
出
法
律
案
を
素
材
に
す
る
こ
と
は
、
法
律
案
に
対
す

る
現
実
の
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
を
検
討
す
る
意
味
を
著
し
く
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
む
し
ろ
、
政
府
提
出
法
律
案
を
素
材
に
し
て
、

ど
の
よ
う
な
形
で
法
律
案
に
反
映
さ
れ
得
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か

立
案
の
段
階
か
ら
、
誰
に
よ
り
、

ど
の
よ
う
な
意
見
が
、

え
っ
て
我
が
国
の
国
会
の
立
法
機
関
と
し
て
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
国
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
み
な
ら
ず
、
法
律
案
の
国
会
提
出
以
前
の
過
程
、
す
な
わ
ち
行
政
府
に
お
け
る
法
律
案
の
発
案
過
程
か
ら

を
立
法
過
程
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
憲
法
学
と
政
治
学
と
に
お
け
る
国
会
の
機
能
に
対
す
る
認
識
の
相

北法43(6・5)1279

遠
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

(
イ
)
本
稿
の
対
象
と
す
る
法
律
|

l
政
府
提
出
法
律
案
ー
ー



説

本
稿
に
お
い
て
は
、
(
ア
)

で
述
べ
た
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
最
も
提
出
件
数
が
多
く
、

北法43(6・6)1280

か
っ
、
成
立
率
の
高
い
政
府
提
出
法
律
案
を

素
材
に
、

そ
の
立
法
過
程
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

論

も
ち
ろ
ん
、
議
員
提
出
法
律
案
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
国
会
の
立
法
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
議
員
立
法
の
活
用

(
9
)
 

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
議
員
提
出
法
律
案
を
も
対
象
と
す
る
の
は
筆
者
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
少

な
く
と
も
国
会
の
場
に
お
け
る
法
律
案
の
審
議
・
制
定
と
い
う
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
を
検
討
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
政
府
提
出
法
律
案

に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
は
議
員
提
出
法
律
案
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
の
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

立
法
過
程
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
の
実
際

政
府
提
出
法
律
案
の
立
法
過
程
を
ま
と
め
る
と
、
図
の
通
り
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
、
政
府
提
出
法
律
案
の
立
法
過
程
を
そ
の
作
成

段
階
と
国
会
審
議
段
階
と
に
区
分
し
た
。
さ
ら
に
、
法
律
案
の
作
成
段
階
を
法
律
案
の
立
案
、
事
前
の
反
応
探
知
・
調
整
、
政
府
内
調
整
(
法

令
協
議
及
び
内
閣
法
制
局
審
査
)
、
政
府
・
与
党
問
調
整
(
国
会
事
前
手
続
)

に
区
分
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス

テ
ム
の
実
際
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

次
に
、
国
会
審
議
段
階
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
状
況
及
ぴ
修
正
状
況
を
検
証
し
て
、
国
会
の
場
に
お
け
る
意
見

調
整
シ
ス
テ
ム
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。



立法過程における意見調整システムとその限界

(図) 政府提出法律案の立法過程

① 法律案の作成

・法律案の立案(担当省庁) (←日常業務、国会、審議会、マスコミ、

G 利益団体等の陳情、勧告等)

・(事前の反応探知・調整)

G 
・法令協議(大蔵省を始めとする関係省庁全て) (←利益団体等)

G 
-内閣法制局による審査

o 
-次官会議(全員一致)

G 
・閣議(全員一致)

G 
・法律案の国会提出

G 
与党政務調査会(関係部会、

政策審議会)

G 
与党総務会

② 国会での審議・採決(衆議院先議の場合)

・議院運営委員会(法案の審議JII員、趣旨説明の有無等の調整)

G 
(本会議での趣旨説明)

G 
・委員会付託

G 
・提案理由説明

o 
-委員会質疑(公聴会、参考人意見聴取、連合審査会)

G 
-委員会採決(確認質問、附帯決議) 修正案提出、採決

~ ~ 
-本会議での委員長報告

o 
・本会議で(質疑・討論)採決

G 
・可決、参議院に送付又は否決・不成

jL 

本会議での委員長報告

G 
本会議で(質疑・討論)採決

G 
本会議で修正可決、参議院に

送付

-参議院でも同様の手続により審議・採決が行われるが、法案が参議院

で再度修正された場合には、衆議院に回付し、衆議院本会議において

当該法案を再度採決。
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説

(
二
法
律
案
の
作
成
段
階
に
お
け
る
意
見
調
整

北法43(6・8)1282

論

(
ア
)
法
律
案
の
立
案

政
府
提
出
法
律
案
の
場
合
に
は
、
立
案
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
第
一
義
的
に
は
、
担
当
省
庁
が
と
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、

」
の
場

合
で
も
、
立
案
に
必
要
な
情
報
は
多
様
な
ル

l
ト
か
ら
得
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
こ
れ
ら
複
合
し
た
情
報
を
基
に
、
法
律
制
定
な
い
し
改
正

の
社
会
的
必
要
性
の
判
断
の
下
に
、
法
律
案
立
案
の
動
機
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

具
体
的
な
情
報
の
ル

l
ト
と
し
て
は
、
日
常
業
務
で
の
問
題
提
起
、
国
会
に
お
け
る
質
疑
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
指
摘
、
審
議
会
等
の
提
言
、

(
叩
)

利
益
集
団
・
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
陳
情
、
他
官
庁
の
勧
告
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ

ら
の
情
報
ル

l
ト
の
う
ち
、
国
会
に
お
け
る
質
疑
及
び
利
益
集
団
等
に
よ
る
陳
情
以
外
の
も
の
は
、
特
定
の
集
団
の
利
益
や
政
策
を
背
景
に

せ
ず
、
個
別
的
な
利
益
か
ら
「
中
立
的
」
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
様
々
な
情
報
ル
ー
ト
の

う
ち
の
ど
の
ル

l
ト
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、
立
案
の
方
向
づ
け
は
変
わ
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
中
立
的
か
っ
多
様
な

情
報
ル

1
ト
の
存
在
が
行
政
府
の
「
中
立
性
」

の
存
在
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
当
該
法
律
案
に
対
す
る
関
心
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
問
題
提
起
や
実
際
の
業
務
執
行
に
当
た
る

地
方
機
聞
か
ら
の
問
題
点
の
指
摘
も
含
む
幅
広
い
意
味
で
の
関
心

l
ー
を
有
す
る
者
の
意
見
が
、
政
府
内
の
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
、

法
律
案
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
法
律
案
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
法
律
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
る
以
上
、
過
去
の
国
会
に
お
け
る
質
疑
や
国
会
の
附
帯
決
議

等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
事
項
が
重
要
な
意
味
を
持
た
ざ
る
を
得
ず
、
国
会
に
お
け
る
質
疑
時
間
は
議
席
数
に
比
し
野
党
の
方
が
多
い
点
を

考
え
れ
ば
、
立
案
の
段
階
で
も
、
野
党
の
意
見
が
何
ら
か
の
形
で

l
l
積
極
的
な
意
味
で
で
あ
れ
、
消
極
的
な
意
味
で
で
あ
れ

l
i
考
慮
さ



(
日
)

れ
る
こ
と
と
な
る
。

(
イ
)
事
前
の
反
応
探
知
・
調
整

法
律
案
、
特
に
重
要
法
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
基
本
的
な
考
え
を
予
め
表
明
し
、

そ
れ
に
対
す
る
世

論
な
い
し
関
係
者
の
反
応
を
う
か
が
う
こ
と
が
あ
る
。
何
が
重
要
法
案
で
あ
る
か
の
判
断
は
一
義
的
に
は
明
確
で
な
く
、
当
該
法
律
案
の
内

容
の
軽
重
の
み
な
ら
ず
、
国
民
全
体
か
、
特
定
の
範
轄
に
属
す
る
者
の
み
か
と
い
っ
た
当
該
法
律
案
の
対
象
者
の
範
囲
、
そ
の
対
象
者
の
関

心
の
程
度
、

マ
ス
コ
ミ
等
の
反
応
等
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
律
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
省
庁
が
こ
れ
ら
の
要

素
を
勘
案
し
、

そ
の
重
要
度
に
応
じ
た
事
前
の
反
応
探
知
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

立法過程における意見調整システムとその限界

事
前
の
反
応
探
知
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
毎
年
八
月
に
行
わ
れ
る
予
算
の
概
算
要
求
段
階
で
の
改
正
案
概
要
の
表
明
や
関
係
審
議

会
に
対
す
る
諮
問
と
い
っ
た
フ
ォ
ー
マ
ル
な
方
法
の
ほ
か
、
学
識
経
験
者
や
関
係
者
の
意
見
を
私
的
懇
談
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
形
で
開

(ロ)

い
た
り
、
更
に
は
新
聞
等
の
マ
ス
コ
ミ
へ
の
意
識
的
リ

1
ク
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
関
係
団
体
・
関
係
者
や
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
と
し
た
「
世
論
」
が
賛
否
を
含
め
た
意
見
を
表
明
す
る
ほ
か
、
与
野
党
も

何
ら
か
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
法
律
案
に
よ
っ
て
は
、
与
党
に
対
し
て
|
|
場
合
に
よ
っ
て
は
野
党
に
対
し
て
も
|
|

(
日
)

後
述
の
国
会
事
前
手
続
き
の
前
に
、
「
族
議
員
」
を
中
心
に
根
回
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
段
階
で
は
、
法
律
案
の
内
容
は
確
定
的
で
は
な
く
、
変
更
可
能
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
意
見
の
内
容
や
強
弱
の
程
度
如

何
に
よ
っ
て
は
、
国
会
に
お
け
る
成
立
可
能
性
を
も
勘
案
し
、
法
律
案
作
成
の
段
階
で
取
り
入
れ
ら
れ
、
事
前
の
調
整
が
行
わ
れ
る
こ
と
も

(
M
H
)
 

あ
る
。(

ウ
)
政
府
内
調
整

① 

法
令
協
議

北法43(6・9)1283



説

担
当
省
庁
に
お
い
て
法
律
案
の
原
案
が
固
ま
る
と
、
次
に
、
「
法
令
協
議
」
と
い
う
形
で
政
府
内
の
意
見
調
整
が
行
わ
れ
る
。

あ
る
省
庁
が
法
律
案
を
国
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
れ
は
内
閣
と
し
て
の
行
為
と
な
る
た
め
、
閣
議
決
定
を
経
る
こ
と
が
必
要

自命

と
な
る
。
閣
議
決
定
は
慣
例
上
全
員
一
致
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
閣
議
で
他
省
庁
の
大
臣
か
ら
反
対
が
出
な
い
よ
う
予
め

事
務
レ
ベ
ル
で
関
係
省
庁
聞
の
調
整
を
済
ま
せ
て
お
く
た
め
に
行
わ
れ
る
政
府
内
で
の
意
見
調
整
手
続
き
が
「
法
令
協
議
」
と
呼
ば
れ
る
も

(
江
川
)

そ
の
実
質
に
着
目
し
て
「
各
省
折
衝
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
閑
議
の
前
日
に
行
わ
れ
る
事
務
次
官

の
で
あ
り
、

等
会
議
が
閣
議
と
同
様
全
員
一
致
と
さ
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
か
の
省
庁
が
事
務
次
官
等
会
議
で
反
対
す
れ
ば
当
該
法
律
案
を
閣
議
に
か
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
事
務
次
官
等
会
議
ま
で
に
調
整
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
法
令
協
議
で
は
、
当
該
法
律
案
と
他
省
庁
の
所
管
す
る
法
令
と
の
聞
に
矛
盾
や
組
踊
が
あ
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
形

式
的
な
調
整
の
ほ
か
、
各
省
庁
の
所
掌
事
務
と
の
問
で
の
実
質
的
な
調
整
が
行
わ
れ
る
。

「
縦
割
り
行
政
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
省
庁
の
所
掌
事
務
は
そ
の
設
置
法
及
ぴ
組
織
令
に
よ
っ
て
載
然
と
区
分
さ
れ

て
お
り
、

し
か
も
、
こ
れ
ら
設
置
法
の
文
言
の
抽
象
性
も
あ
っ
て
、
我
が
固
に
存
在
す
る
全
て
の
業
界
や
利
益
集
団
は
、
理
論
上
は
い
ず
れ

か
の
省
庁
の
所
掌
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
法
律
案
に
つ
い
て
法
令
協
議
と
い
う
形
で
省
庁
間
で
の
意
見
調
整

を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
関
係
す
る
業
界
や
利
益
集
団
を
代
弁
す
る
意
見
が
所
管
省
庁
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
省
庁
は
、

そ
の
所
掌
に
属
す
る
業
界
や
利
益
集
団
に
代
わ
り
、

そ
の
意
見
を
省
益
日
「
公
益
」

の
名
の
下
に

主
張
し
、
こ
れ
ら
「
公
益
」

の
衝
突
・
調
整
の
過
程
で
政
府
部
内
で
の
精
綴
、

か
っ
、
最
終
的
な
意
見
調
整
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
法
令
協
議
に
お
い
て
は
、
国
家
財
政
に
与
え
る
影
響
は
大
蔵
省
、
環
境
保
全
は
環
境
庁
、
消
費
者
保
護
は
経
済
企
画
庁
、
老
人
福
祉

は
厚
生
省
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
立
場
を
代
弁
す
る
意
見
、
特
に
、
国
家
財
政
の
健
全
な
運
営
や
環
境
保
全
と
い
う
よ
う
な
文
字
通
り
「
公

益
」
を
代
弁
す
る
意
見

l
l
圧
力
団
体
等
か
ら
は
主
張
さ
れ
に
く
い
意
見

I
ー
も
関
係
省
庁
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

北法43(6・10)1284



一
定
の
業
種
や
業
界
の
意
見
と
し
て
業
界
団
体
等
に
よ
り
取
り
ま
と
め
ら

(
凶
)

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
省
益
H

公
益
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
る
。

そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
特
定
の
企
業
の
意
見
で
は
な
く
、

② 

内
閣
法
制
局
審
査

(
げ
)

法
令
協
議
と
い
う
形
で
の
政
府
内
調
整
が
済
ん
だ
法
律
案
は
、
次
に
、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
実

際
に
は
、
省
庁
間
の
意
見
調
整
が
済
ま
な
い
段
階
で
内
閣
法
制
局
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
内
閣
法
制
局
が
そ
の
本
来

(
児
)

の
権
限
に
属
し
な
い
各
省
庁
聞
の
調
整
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
法
制
局
審
査
は
、
事
前
の
予
備
審
査
を
経
て
、
第
一
読
会
か
ら
始
ま
る
数
回
の
読
会
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
審
査
の
内
容
は
、
制
度

改
正
・
新
設
の
現
実
の
必
要
性
、
政
策
目
的
と
施
策
の
手
段
の
均
衡
・
整
合
性
と
い
っ
た
実
質
的
な
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
か
ら
、
憲
法
を

立法過程における意見調整システムとその限界

始
め
と
す
る
実
定
法
体
系
に
お
け
る
整
合
性
や
用
字
・
用
語
を
含
め
た
法
文
の
表
現
、
条
文
の
配
列
等
立
法
技
術
に
か
か
わ
る
も
の
ま
で
幅

広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
。

政
府
提
出
法
律
案
の
国
会
提
出
時
期
に
つ
い
て
は
、
常
会
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
予
算
間
違
法
律
案
は
予
算
の
国
会
提
出
か
ら
三

週
間
以
内
、
予
算
非
関
連
法
律
案
は
予
算
関
連
法
律
案
の
最
終
期
限
か
ら
四
週
間
以
内
の
日
ま
で
に
閣
議
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
内
閣
法
制
局
審
査
は
、
こ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
エ
)
政
府
・
与
党
問
調
整
(
国
会
事
前
手
続
)

我
が
国
の
実
際
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
法
律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
以
前
の
与
党
内
に
お
け
る
決
定
手
続
、

(
日
)

前
手
続
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
国
会
事

法
律
案
を
国
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
省
庁
は
、
与
党
審
査
と
い
う
形
で
、
与
党
で
あ
る
自
民
党
政
務
調
査
会
の
関
係
部
会
及
ぴ
政
策
審

議
会
並
び
に
総
務
会
で
当
該
法
律
案
の
了
承
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
こ
の
政
務
調
査
会
、
総
務
会
の
決
定
が
全
員
一
致
制
で
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説

(
初
)

あ
る
こ
と
か
ら
、
与
党
議
員
の
根
回
し
に
官
僚
の
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

論

し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
、
与
党
な
い
し
与
党
議
員
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
控
え
た
利
益
集
団
の
意
見
が
法
律
案
に
反
映
さ
れ
得

(
幻
)

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
党
執
行
部
が
党
内
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
法
律
案
の
国
会
提
出
を
決
定
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
採
決
に
際
し

(
忽
)

し
た
ケ

l
ス
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

て
の
棄
権
や
野
党
へ
の
向
調
と
い
っ
た
形
で
ス
ピ
ル
・
オ
ー
バ
ー

(
溢
れ
出
す
)

与
党
内
手
続
の
限
界
も
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
野
党
に
対
し
て
は
、
法
律
案
の
国
会
提
出
前
は
、
国
会
で
の
取
扱
が
円
滑
に
行
く
よ
う
に
す
る
た
め
の
事
前
説
明
と
い
っ
た
意
味

合
い
が
強
く
、
野
党
も
、
極
端
な
対
決
法
案
で
な
い
限
り
、
法
律
案
の
提
出
権
は
政
府
に
も
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
し
た
対
応
を
行
、
っ
こ

と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

(
二
)
国
会
審
議
段
階
に
お
け
る
意
見
調
整

(
ア
)
論
理
的
な
前
提

与
党
が
国
会
に
お
い
て
多
数
(
過
半
数
)
を
占
め
て
い
る
場
合
に
は
、
法
律
案
を
提
出
す
る
以
前
に
与
党
と
の
問
で
事
前
の
意
見
調
整
が

行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
多
数
決
の
原
則
に
従
え
ば
、

そ
の
後
与
党
内
部
で
意
見
の
変
更
が
な
い
限
り
、
野
党
が
ど
の
よ
う
な
意
見

を
表
明
し
よ
う
が
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
成
立
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
野
党
の
選
択
肢
は
、
論
理
的
に
は
、
以
下

の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

① 

廃
案
は
断
念
し
、
国
会
で
の
議
論
を
通
じ
て
法
律
案
の
問
題
点
、
矛
盾
点
を
少
し
で
も
多
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
野
党
の

意
見
を
当
該
法
律
案
の
国
会
修
正
と
い
う
形
で
立
法
的
に
実
現
さ
せ
る
か
、

ま
た
は
、
附
帯
決
議
、
確
認
質
問
と
い
っ
た
形
で
当
該
法

北法43(6・12)1286



律
案
の
運
用
に
注
文
を
つ
け
た
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
り
す
る
型
。
(
妥
協
型
)

② 

表
面
上
は
当
該
法
律
案
に
対
し
て
反
対
を
し
続
け
る
が
、
最
終
的
に
議
会
ル

l
ル
に
則
り
採
決
す
る
こ
と
ま
で
は
反
対
し
な
い
か
、

ま
た
は
採
決
を
黙
認
す
る
型
。
(
表
面
的
対
決
型
)

③ 

国
会
修
正
と
い
っ
た
よ
う
な
妥
協
策
を
と
ら
ず
、
国
会
内
外
に
お
い
て
法
律
案
に
対
す
る
徹
底
し
た
反
対
の
姿
勢
を
貫
く
型
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
次
の
選
挙
で
優
位
を
確
保
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
(
対
決
型
)

(
イ
)
国
会
運
営
の
実
態

① 

政
府
提
出
法
案
の
成
立
率

以
上
の
よ
う
な
論
理
的
前
提
の
下
に
、
実
際
の
法
律
案
の
成
立
状
況
及
び
修
正
状
況
を
、
過
去
の
国
会
の
審
議
状
況
に
即
し
て
み
て
み
よ

立法過程における意見調整システムとその限界

よ
ノ
。

か
ら
第
一
二
三
回
(
平
成
四
年
一
月
召
集
)
ま
で
の
国
会
の
う
ち
、
常
会

ま
た
は
常
会
に
代
わ
る
特
別
会
に
お
け
る
政
府
提
出
法
律
案
の
提
出
件
数
、
成
立
件
数
、
修
正
成
立
件
数
、
そ
の
成
立
率
及
び
修
正
率
並
ぴ

表
は
、

日
本
国
憲
法
下
の
第
一
回
(
昭
和
二
二
年
五
月
召
集
)

に
衆
参
両
議
院
に
お
け
る
与
党
議
員
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
常
会
ま
た
は
常
会
に
代
わ
る
特
別
会
の
み
を
取
り
上
げ
た

の
は
、
通
常
の
特
別
会
や
臨
時
会
の
場
合
に
は
特
定
の
政
治
問
題
や
政
策
を
中
心
に
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
会
期
の
長
短
が
ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、
政
府
提
出
法
律
案
の
件
数
に
も
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
た
め
、
成
立
状
況
や
修
正
状
況
の
比
較
の
対
象
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
当
で

な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

第
一
回
か
ら
第
二
二
回
国
会
ま
で
は
、
戦
後
の
混
乱
期
の
中
、
複
数
の
保
守
・
革
新
政
党
や
中
道
勢
力
が
入
り
乱
れ
た
時
代
で
あ
り
、
多

(
お
)

党
時
代
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
新
憲
法
下
の
新
規
立
法
期
と
も
位
置
付
け
ら
れ
る
時
期
で
あ
り
、

一
会
期
当
た
り
の
政
府
提

出
法
律
案
の
平
均
提
出
件
数
は
約
百
九
十
四
件
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
四
回
国
会
以
降
の
平
均
提
出
件
数
約
百
十
四
件
に
比
べ
約
一
・
七
倍
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(表)政府提出法律案の成立・修正状況等一覧

国会回次 提出 成立 修;L正成 成立f干1
件数 件数

(件C)数 (9/ 6) 
(A) (8) (B/A) 

1特(昭.22.5-) 161 150 49 93.2 

2 (昭 22.12-) 225 190 52 剖 4

5特(昭 24.2-) 212 198 68 93.4 

7 (昭.24.12-) 196 187 54 95.4 

IO(昭 25.12-) 181 173 35 95.6 

13 (昭 26.12-) 249 236 95 94.8 

15特(昭 27.10ー) 187 50 5 26.7 

19 (昭 28.12-) 183 176 61 96.2 

22特(昭.30.3-) 150 135 39 90.0 

24 (昭 30.12ー) 172 14 I 27 82.0 

26 (昭 31.12ー) 158 145 35 91.2 

28 (昭.32.12-) 159 144 50 90.6 

31 (昭.33.12-) 185 171 42 92.4 

34 (昭.34.12-) 155 124 30 80.0 

38 (昭.35.12-) 211 150 32 71.1 

40 (昭.36.12ー) 160 138 26 86.3 

43 (昭.37.12-) 185 158 22 85.4 

46 (昭.38.12-) 174 156 49 的 7

48 (昭.39.12-) 134 124 35 92.5 

51 (昭.40.12ー) 156 136 44 87.2 

55特(昭 42.2-) 152 131 30 86.2 

58 (昭.42.12-) 108 90 27 83.3 

61 (B日.43.12-) 113 63 20 55.8 

63特(昭 45.1-) 109 98 13 89.9 

65 (昭.45.12-) 105 93 14 88.6 

68 (BB .46.12-) 115 95 36 82.6 

71特(昭 47.12-) 128 103 38 80.5 

72(昭.48.12-) 95 79 26 83.2 

75 (昭 49.12-) 68 43 7 63.2 

77(昭。50.12-) 69 58 12 84.1 

80 (昭 51.12ー) 76 65 21 85.5 

84 (昭 52.12-) 82 74 18 90.2 

87 (昭。53.12-) 68 42 5 61.8 

91 (昭 54.12-) 92 66 16 71. 7 

94 (昭。55.12-) 74 69 11 93.2 

96 (昭 56.12-) 81 77 10 95.1 

98 (Bs.57.12ー) 58 51 7 87.9 

101特:(昭 58.12-) 84 70 18 83.3 

102 (昭.59.12-) 84 77 18 91. 7 

104 (Bs.60.12ー) 87 73 10 83.9 

108 (Os.61.12-) 100 72 15 72.0 

112(昭.62.12-) 83 75 20 90.4 

114 (昭.63.12ー) 78 60 7 76.9 

ll~寺(平 2.2-) 70 66 10 94.3 

120 (平.2.12-) 93 83 5 89.2 

1123 (平.4.1-) 84 80 5 95.2 

(資料)衆議院事務局提供資料及び「議会制度百年史」

(注) 1. r特」は、特別会を表す。

修正率 与党議IIの割合
(見/) 

衆議院参議院(C/B) 

32.7 30.9 36.8 

27.4 30.0 36.0 

34.3 57.7 30.8 

28.9 57. I 29.6 

20.2 61.2 30.0 

40.3 60.7 32.0 

10.0 51.9 32.0 

34.7 48.7 37.6 

28.9 39.6 36.0 

19.1 64.0 48.0 

24.1 64.0 5日4

34.7 62.7 51.2 

24.6 63.4 51.6 

24.2 61.7 54.4 

21.3 64.5 54.0 

18.8 63.6 54.4 

13.9 62.7 56.4 

31.4 63.0 57.2 

28.2 61.5 58.0 

32.4 60.4 55.2 

22.9 57.6 56.4 

30.3 57.8 55.6 

31.7 56.4 54.4 

13.3 61.7 55.2 

15.1 61.7 54.4 

37.9 60.9 52.8 

36.9 57.8 54.0 

32.9 56.8 53.6 

16.3 56.8 50.8 

20.7 56.0 51.6 

32.3 日 9 50.4 

24.3 50.6 49.6 

11.9 50.3 49.6 

24.2 50.3 49.2 

15.9 56.0 53.6 

13.0 56.2 53.6 

13.7 55.8 53.6 

25.7 52.3 54.0 

23.4 51.7 54.8 

13.7 50.7 55.2 

20.8 59.8 57.1 

26.7 59.0 56.7 

11.7 58.2 56.7 

15.2 55.9 43.3 

6.0 55.3 45.2 

6.3 54.3 45.2 

論説

備 考

襲撃装正事謀略ι、、日本社会

員生時訴棄護身噌挙、

自由党が両院で第一党

サ(Hン日2フ6ラン9) シスコ講和ー条約調印

第15回常会は任期満了総選挙

パカヤロウ解散(昭28. 3) 

詩型目ι?主草案陸、軍政聾選挙

法~;出?の儲1~~~~;~~~l~M f望党

60年安保

政治的暴力行為防Jl:il、案で拠乱

第臼回常会li、日集能解散(!.~\い語解散)

70年安保、沖縄返還

昭44.12の輯選挙のため常会は聞かれず。

昭47.12の輯選挙のため常会li聞かれず。

第一;kオイルショック

i口1{i4ッ9キー7のド事睦品惑院選で保市伯仲

B851. 7 III中元首相逮捕

割引、 ER診器産でn民泊ni<

附ダ5グ4ラ1ス0のー総グ選ラ挙マでン担村感民連結成

昭55.6の総選挙で自民過半数復活

開3月オL学ア号車差4;存め常会は

勝附6、1fL7i今の世車問事題1，'111 選で (I!(}I

ih14?告菅野盟主主日号;/l1'

第117刷常会は、r1集佐解散総選挙

PKO国会、 11会党議II砕長提出

2 与党議Hの割合とは、当該会開l召集日時出での議員定数に対する第一党議員の割合。
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の
法
律
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
第
二
四
回
国
会
以
降
は
、
保
守
合
同
、
左
右
社
会
党
の
合
同
が
な
り
、

い
わ
ゆ
る
五
十
五
年
体
制
と
し
て

二
大
政
党
対
立
の
構
図
が
確
立
さ
れ
て
以
降
の
時
期
で
あ
る
。

衰
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
会
期
を
通
じ
て
政
府
提
出
法
律
案
が
一
O
O
%
成
立
し
た
会
期
は
な
く
、
こ
れ
は
、
与
党
が
圧
倒
的
多
数
を
占

め
て
い
た
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
九
O
%
以
上
の
成
立
率
を
示
し
た
会
期
の
割
合
を
み
る

と
、
多
党
時
代
の
第
一
回
か
ら
第
二
二
回
国
会
ま
で
は
七
八
%
と
極
め
て
高
率
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
四
回
以
降
は
、
基
本
的
に
保
守
党

の
長
期
単
独
政
権
下
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
O
%
と
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
与
党
が
安
定
多
数
を
確
保
し
て
い
た
昭

和
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
、
成
立
率
が
九
O
%
を
越
え
た
の
は
第
四
八
回
国
会
し
か
な
い
と
い
う
事
実
は
、

一
党
優
位
制

立法過程における意見調整システムとその限界

が
必
ず
し
も
高
率
の
法
律
案
の
成
立
率
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

他
方
、
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
率
が
八
O
%
未
満
の
会
期
の
割
合
を
み
る
と
、
第
一
回
か
ら
第
二
二
固
ま
で
は
一
一
%
で
あ
る
の
に
対

し
、
第
二
四
回
以
降
は
一
九
%
と
な
っ
て
お
り
、
二
大
政
党
制
が
確
立
し
て
以
降
の
方
が
む
し
ろ
成
立
率
が
低
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を

与
党
議
員
の
割
合
が
低
下
し
た
時
期
別
に
み
る
と
、
昭
和
四
九
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
に
よ
る
保
革
伯
仲
時
代
の
幕
開
け
以
降
、
特
に
昭
和

五
一
年
か
ら
五
四
年
ま
で
の
衆
参
両
院
に
お
け
る
保
革
伯
仲
時
代
に
は
、
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
率
は
低
下
し
て
い
る
が
、
昭
和
五
八
年

か
ら
六
O
年
ま
で
の
衆
議
院
に
お
け
る
与
野
党
伯
仲
期
及
び
参
議
院
で
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
を
し
た
平
成
元
年
以
降
は
法
律
案
の
成
立
率

は
む
し
ろ
高
く
な
っ
て
お
り
、
政
府
・
与
党
サ
イ
ド
で
法
律
案
を
事
前
に
セ
レ
ク
ト
す
る
と
い
っ
た
事
情
の
ほ
か
、
野
党
側
の
対
応
い
か
ん

も
法
律
案
の
成
立
率
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

以
上
は
、
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
率
の
全
体
的
な
傾
向
を
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
明
確
な
傾
向
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
七
十
年
安

保
や
沖
縄
返
還
が
問
題
と
な
っ
た
第
六
一
回
国
会
(
成
立
率
五
五
・
八
%
)
や
ロ
ッ
キ
ー
ド
疑
惑
が
問
題
と
な
っ
た
第
七
五
回
国
会
(
同
六

三
・
二
%
)
、

ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
疑
惑
が
問
題
と
な
っ
た
第
八
七
回
国
会
(
同
六
一
・
八
%
)

の
よ
う
に
、
個
々
の
会
期
で
与
野
党
が
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説

対
決
す
る
よ
う
な
重
要
な
案
件
ゃ
、
更
に
は
個
々
の
法
律
案
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
重
大
な
政
治
問
題
に
よ
っ
て
国
会
審
議
が
影
響
を
受

け
、
そ
の
結
果
と
し
て
法
律
案
全
体
の
成
立
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

E命

② 

政
府
提
出
法
案
の
修
正
率

次
に
、
政
府
提
出
法
律
案
の
修
正
率
を
み
る
と
、
修
正
率
が
三
O
%
以
上
の
会
期
の
割
合
は
、
第
一
回
か
ら
第
二
二
回
国
会
ま
で
は
四
四
%

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
大
政
党
制
が
確
立
し
て
以
降
の
第
二
四
回
国
会
以
降
は
二
四
%
と
な
っ
て
お
り
、
戦
後
間
も
な
い
多
党
時
代
の
方

が
修
正
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
第
二
四
回
国
会
以
降
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
四
九
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
に
よ
り
保
革

伯
仲
時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
が
、

そ
れ
以
降
で
修
正
率
が
三
O
%
以
上
の
会
期
は
第
八
O
回
国
会
の
み
で
あ
り
、

む
し
ろ
昭
和
三
十
年
代

か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
保
守
党
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
時
期
の
方
が
修
正
率
三
O
%
以
上
の
会
期
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
政
府
提
出
法
律
案
の
修
正
率
が
一
五
%
未
満
の
会
期
の
割
合
を
み
る
と
、
第
一
回
か
ら
第
二
二
回
国
会
ま
で
は
一
一
%
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
第
二
四
回
国
会
以
降
は
二
四
%
と
修
正
率
が
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
与
党
議
員
の
割
合
が
低
下
し
た
時
期
別
に
み

る
と
、
参
議
院
で
保
革
伯
仲
と
な
っ
た
昭
和
四
九
年
以
降
は
、
修
正
率
が
一
五
%
未
満
の
会
期
の
割
合
は
三
九
%
と
全
般
的
に
修
正
率
が
低

下
し
て
お
り
、
参
議
院
で
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
を
し
た
平
成
元
年
以
降
は
特
に
修
正
率
が
低
く
、
成
立
率
の
高
さ
と
著
し
い
対
照
を
な
し

て
い
る
。

以
上
の
結
果
を
み
る
と
、
保
守
党
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
時
代
に
は
、
国
会
修
正
と
い
う
形
で
む
し
ろ
与
野
党
の
意
見
調
整
が
行

(

M

)

(

お
)

わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
与
野
党
が
伯
仲
す
る
昭
和
五
十
年
代
に
入
る
と
修
正
率
は
低
下
し
て
お
り
、
野
党
は
国
会
修
正
に
よ
る
妥
協
型
よ

り
も
対
決
型
の
国
会
運
営
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
平
成
元
年
の
衆
参
ね
じ
れ
現
象
以
降
は
、
法
律
案
の
成
立
率
は

高
い
が
修
正
率
は
極
め
て
低
い
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
野
党
の
国
会
対
応
の
変
化
が
う
か
が
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
政
府
提
出
法
律
案
の
修
正
状
況
を
概
観
し
た
が
、
政
府
提
出
法
律
案
の
国
会
修
正
と
い
っ
て
も
、
法
律
の
成
立
時
期
の
遅
れ
に
よ
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る
施
行
期
日
の
修
正
と
い
っ
た
軽
微
な
も
の
か
ら
内
容
の
実
質
に
及
ぶ
重
要
な
も
の
ま
で
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
予
算
関
連

法
律
案
と
予
算
非
関
連
法
律
案
と
で
は
修
正
の
持
つ
意
味
も
異
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
国
会
修
正
の
有
す
る
意
義
を
検
討
す

る
た
め
に
は
、
個
々
の
修
正
の
内
容
に
立
ち
入
っ
た
研
究
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
時
間
的
制
約
も

あ
り
、
結
果
と
し
て
の
数
値
の
み
か
ら
全
体
的
な
傾
向
を
指
摘
す
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、

一
定
の
会
期
の
枠
内
で
毎
年
開

か
れ
る
常
会
の
場
合
に
は
、
会
期
毎
の
与
野
党
の
攻
防
の
論
点
が
異
な
る
と
は
い
え
、
会
期
の
有
期
性
や
委
員
会
の
定
例
日
審
議
と
い
っ
た

ル
l
ル
を
活
用
し
た
野
党
の
抵
抗
が
行
わ
れ
る
の
は
通
例
で
あ
り
、
修
正
状
況
の
全
体
的
な
傾
向
を
み
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
な
が
ち
的
外

(
お
)

れ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③ 

野
党
の
抵
抗
手
段

立法過程における意見調整システムとその限界

以
下以
の上
よ 0コ
う 議
に論
なに
ろ(関
ぅg連
。し

ヴ
ィ
ス
コ
シ
テ
ィ

l
の
問
題
と
し
て
近
年
政
治
学
で
議
論
さ
れ
始
め
て
い
る
野
党
の
抵
抗
手
段
を
整
理
す
れ
ば

-
我
が
国
の
国
会
で
は
、
年
間
複
数
会
期
と
会
期
不
継
続
の
原
則
を
採
用
し
て
お
り
、
会
期
中
の
審
議
未
了
・
不
成
立
(
廃
案
)

の
チ
ャ

ン
ス
が
古
向
い
。

-
国
会
の
会
期
中
で
あ
っ
て
も
、
常
会
の
場
合
に
は
予
算
審
議
が
優
先
さ
れ
、
予
算
委
員
会
開
会
中
は
他
の
委
員
会
は
行
わ
な
い
こ
と
が

慣
例
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
法
律
案
を
審
議
す
る
た
め
に
各
常
任
委
員
会
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
さ
ら
に
限
ら
れ
て
く
る
。

-
一
般
の
委
員
会
は
週
二

1
一
一
一
日
の
定
例
日
し
か
開
催
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
た
め
、
公
聴
会
等
の
慎
重
な
審
議
手
順
を
尽
く
せ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
提
出
さ
れ
た
法
律
案
全
部
を
審
議
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
と
な
る
。

-
法
案
審
議
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
決
め
る
議
院
運
営
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
各
委
員
会
の
理
事
会
は
、
全
会
一
致
が
慣
例
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
野
党
は
国
会
運
営
に
つ
い
て
議
席
数
以
上
の
影
響
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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説

-
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
要
求
、
連
合
審
査
、
定
例
日
の
厳
守
、
動
議
戦
術
等
国
会
の
ル

l
ル
や
慣
行
を
活
用
し
て
審
議
引
き
延
ば

し
を
図
れ
る
。

論

-
更
に
、
議
場
占
拠
、
牛
歩
戦
術
と
い
っ
た
物
理
的
な
抵
抗
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
審
議
の
遅
延
、
中
断
を
図
り
、
法
律
案
の

(
お
)

成
立
阻
止
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
も
、
国
会
の
会
期
の
有
期
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。

-
衆
議
院
に
加
え
、
参
議
院
で
も
同
一
の
法
律
案
に
つ
い
て
審
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
野
党
に
と
っ
て
は
も
う
一
度
粘
着

力
を
発
揮
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ
る
。

野
党
は
以
上
の
よ
う
な
抵
抗
手
段
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
他
方
、
与
党
側
も
、
単
独
審
議
、
中
間
報
告
、
強
行
採
決
等
の
対
抗
手
段

を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
与
党
は
、
多
数
決
原
理
ば
か
り
に
訴
え
る
の
で
は
「
数
の
横
暴
」
に
よ
る
「
少
数
意
見
の
無
視
」
と
い

っ
た
批
判
が
起
き
る
こ
と
か
ら
、
世
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、

で
き
る
だ
け
円
滑
な
議
会
運
営
に
努
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
与
野

党
の
議
会
戦
術
・
攻
防
の
結
果
が
前
述
の
法
律
案
の
成
立
率
や
修
正
率
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
会
審
議
と
の
関
連
で
の
法
律
案
の
分
類

国
会
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、

い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
法
律
案
の
分
類
を
行
う
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
案
の
内
容
に
よ
る
分
類
と
法
律
案
の
成
立
意
志
の
強
弱
に
よ
る
分
類
と
を
試
み
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
類
型
に
よ
っ

て
与
野
党
聞
の
意
見
調
整
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
得
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

北法43(6・18)1292



な
お
、
個
別
具
体
的
な
立
法
過
程
は
、
与
党
・
野
党
と
い
っ
た
単
純
な
図
式
で
類
型
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
野
党
各
党
に
あ
っ
て
も

法
律
案
に
対
す
る
賛
否
は
ケ

l
ス
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
更
に
は
、
与
党
の
一
部
が
野
党
と
同
じ
立
場
に
立
っ
た
た
め
法
律
案
が
廃

(
同
日
)

案
と
な
っ
た
事
例
も
生
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
与
野
党
問
の
意
見
調
整
の
可
能
性
の
幅
を
類
型
化
し
て
検
討
す
る
た
め
、
あ
え
て
与
野
党

と
い
う
図
式
を
用
い
て
い
る
。

(
ニ
内
容
に
よ
る
分
類

立法過程における意見調整システムとその限界

法
律
案
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
様
々
な
観
点
か
ら
分
類
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
会
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ

(
初
)

ム
の
有
効
性
を
検
討
す
る
観
点
か
ら
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
ア
)
体
制
選
択
型
立
法

こ
れ
は
、
憲
法
規
範
に
照
ら
し
て
我
が
国
の
方
向
性
を
決
定
す
る
程
度
に
重
要
な
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
の
体
制
選
択
に

(
幻
)

P
K
O
法
案
や
元
号
法
案
が
こ
の
範
鳴
に
属
す
る
。
ま
た
、
法
律
で
は
な
く
条
約

か
か
わ
る
立
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、

で
は
あ
る
が
、

日
米
安
全
保
障
条
約
は
体
制
選
択
型
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
選
択
型
立
法
は
、
政
府
提
出
法
律
案
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
は
与
党
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、

内
容
も
与
党
主
導
で
決
定
さ
れ
や
す
い
。
ま
た
、
野
党
は
与
党
と
の
意
見
調
整
、
す
な
わ
ち
法
案
修
正
に
よ
っ
て
妥
協
す
る
余
地
が
少
な
く
、

対
決
型
の
対
応
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

(
イ
)
公
益
型
立
法

こ
れ
は
、
業
界
等
特
定
の
利
益
集
団
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

よ
り
広
く
全
国
民
を
対
象
に
一
定
の
政
策
目
的
を
実
現
し
よ
う
と

そ
の
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説

(

ロ

)

(

お

)

(

鈍

)

す
る
も
の
で
あ
り
、
老
人
保
健
法
案
、
昭
和
五
十
九
年
の
健
保
改
正
法
案
、
昭
和
六
十
年
の
年
金
改
正
法
案
、

(
お
)

報
保
護
法
案
、
消
費
税
法
案
等
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

(
お
)

エ
イ
ズ
予
防
法
案
、
個
人
情

5命

こ
の
公
益
型
立
法
の
場
合
、
発
案
に
つ
い
て
は
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
内
容
も
政
府
主
導
で
決
定
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
法
律
案
に
よ
っ
て
は
、
野
党
も
国
会
修
正
等
の
形
で
妥
協
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
妥
協
型
な
い
し
表
面
的

対
決
型
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

(
ウ
)
個
別
利
益
型
立
法

(

幻

)

(

お

)

こ
れ
は
、
業
界
や
業
種
等
特
定
の
利
益
集
団
の
利
害
に
か
か
わ
る
内
容
を
有
す
る
立
法
で
あ
り
、
中
小
企
業
分
野
法
、
大
庖
法
や
各
種
業

(
ぬ
)

法
等
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
国
鉄
経
営
再
建
法
案
も
こ
の
型
の
立
法
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
型
の
立
法
は
、
そ
の
内
容
や
当
該
利
益
団
体
と
の
関
係
等
に
よ
り
、
与
党
ま
た
は
政
府
の
い
ず
れ
か
が
発
案
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を

(ω) 

と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
発
案
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
揖
っ
た
ほ
う
が
よ
り
強
い
影
響
力
を
行
使
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
関
係
の
利
益
集
団
の
意
見
が
強
く
反
映
さ
れ
得
る
。
野
党
の
対
応
は
野
党
に
関
係
す
る
利
益
集
団
と
の
関
係
い
か
ん
に
よ
る

が
、
妥
協
型
や
場
合
に
よ
っ
て
は
表
面
的
対
決
型
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。

(
二
)
成
立
意
志
に
よ
る
分
類

次
に
、
当
該
法
律
案
に
対
す
る
政
府
・
与
党
の
成
立
意
志
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

い
ず
れ
の
法
律
案
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
社
会
的
要
求
を
前
提
に
、
成
立
を
意
欲
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
法
律
案
に
対
す
る
世
論
の
反
応
や
野
党

側
の
抵
抗
等
を
考
慮
し
て
も
な
お
か
つ
原
案
ど
う
り
成
立
を
図
ろ
う
と
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
一
定
の
妥
協
を
行
う
の
か
、

さ
ら
に
は
廃
案
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も
や
む
な
し
と
す
る
の
か
と
い
う
対
応
の
違
い
が
生
じ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
案
の
成
立
意
志
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
国
会
に
お
け
る
意

見
調
整
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
検
討
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
類
し
て
み
た
い
。

(
ア
)
断
固
成
立
型
立
法

こ
れ
は
、
政
府
・
与
党
が
そ
の
成
立
を
至
上
命
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
強
行
採
決
も
辞
さ
ず
と
の
構
え
で
断
固
成
立
を
図
ろ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
前
述
の
内
容
に
よ
る
分
類
に
従
え
ば
、
体
制
選
択
型
立
法
の
多
く
や
、
公
益
型
立
法
の
う
ち
の
一
部
が
こ
の
型
に
含
ま
れ
る
。

昭
和
五
十
九
年
の
健
保
改
正
法
案
、
消
費
税
法
案
、

P
K
O
法
案
等
が
こ
の
型
に
分
類
で
き
よ
う
。
ま
た
、
条
約
で
は
あ
る
が
、
日
米
安
全

保
障
条
約
も
こ
の
型
に
含
ま
れ
る
。

断
固
成
立
型
の
立
法
の
場
合
、
与
野
党
の
意
見
調
整
の
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
野
党
は
妥
協
型
の
選
択
が
で
き
に
く
く
、

立法過程における意見調整システムとその限界

対
決
型
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
。

(
イ
)
「
で
き
れ
ば
成
立
」
型
立
法

こ
れ
は
、
断
固
成
立
型
の
よ
う
な
強
固
な
成
立
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
世
論
や
野
党
側
の
意
見
等
に
よ
っ
て
は
、
国
会
修
正
等

の
方
法
に
よ
り
与
野
党
問
の
意
見
調
整
を
踏
ま
え
た
上
で
成
立
さ
せ
る
こ
と
も
考
慮
要
因
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個
別
利
援
型
立
法
や

公
益
型
立
法
の
一
部
に
多
く
、

い
わ
ゆ
る
予
算
非
関
連
法
案
は
こ
の
型
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
型
の
立
法
の
場
合
、
与
野
党
間
の
意
見
調
整
に
は
幅
が
あ
る
た
め
、
野
党
は
妥
協
型
で
対
応
す
る
こ
と
が
多
く
、
政
府
・
与
党
サ
イ

ド
も
極
力
野
党
の
意
見
を
入
れ
、
国
会
修
正
等
に
も
前
向
き
に
応
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
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説

四

立
法
過
程
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
の
限
界

自治

(
こ
法
律
案
の
作
成
段
階

(
ア
)
行
政
府
に
よ
る
意
見
調
整

我
が
国
の
立
法
過
程
に
お
け
る
特
色
の
一
つ
に
、
法
律
案
の
作
成
段
階
に
お
け
る
行
政
府
す
な
わ
ち
官
僚
制
の
優
位
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と

は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
社
会
の
複
雑
・
高
度
化
に
伴
い
法
律
案
の
作
成
に
も
高
度
の
専
門
的
知
識

と
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
制
度
的
な
蓄
積
を
有
す
る
官
僚
制
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
存

(
H
U
)
 

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
現
在
の
官
僚
制
の
下
に
お
い
て
、
法
律
案
の
作
成
と
い
う
立
法
の
基
本
的
な
方
向
性
を
規
定
す
る
段
階

で
、
国
民
の
意
思
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。

法
律
案
の
作
成
段
階
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
の
概
要
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
法
律
案
の
立
案
、
事
前
の
反
応
探
知
・
調
整
、
政

府
内
調
整
の
各
段
階
に
お
い
て
、
反
対
論
も
含
め
た
周
到
な
意
見
調
整
が
行
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
る
。
特
に
、
法
令
協
議
に
お

い
て
は
、
関
係
省
庁
が
そ
の
所
掌
に
属
す
る
利
益
集
団
に
代
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
意
見
を
主
張
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
意
見
の
衝
突
の

結
果
、
最
終
的
に
は
「
公
平
」
な
意
見
調
整

i
l
環
境
保
全
や
消
費
者
保
護
と
い
っ
た
一
般
的
な
国
民
の
利
益
を
代
弁
す
る
意
見
も
含
め
た

意
見
調
整
ー
ー
が
行
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
る
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
意
見
調
整
に
お
い
て
は
、
当
該
法
律
案
が
各
省
庁
の
所
掌
事
務
を
侵
す
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
各
省

庁
の
権
益
を
侵
す
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
に
議
論
の
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
縦
割
り
行
政
の
下
に
お

(
必
)

い
て
は
、
例
え
ば
、
外
国
人
労
働
者
の
よ
う
な
未
組
織
の
人
々
や
圧
力
活
動
に
は
ほ
ど
遠
い
弱
体
の
グ
ル
ー
プ
等
の
意
見
、
さ
ら
に
は
各
省
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庁
の
省
益
を
越
え
る
国
家
的
な
い
し
国
民
的
利
益
は
主
張
さ
れ
に
く
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。

そ
れ
が
官
僚
制
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
行

(
犯
)

政
府
の
判
断
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
、
情
報
の
中
立
性
や
審
議
会
等
の
活
用
の
み
で
十
分
な
も
の
か
ど
う
か
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
検
討

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
、
国
会
に
よ
る
行
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
一
環
と
し
て
情
報
公
開
制
度
の
確
立
が
指
摘
さ
れ
て

(
H
H
)
 

い
る
。 さ

ら
に
、
こ
こ
で
の
意
見
調
整
に
は
、

立法過程における意見調整システムとその限界

(
必
)

(
付
加
価
値
通
信
網
)
を
巡
る
蟻
烈
な
争
い
以
来
、
各
省
庁
が
法
令
協
議

に
要
す
る
時
間
と
労
力
は
よ
り
膨
大
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
低
成
長
下
H
パ
イ
の
有
限
化
の
下
で
の
「
縦
割
り
行
政
」
型
の
意
見
調

(
鵠
)

整
シ
ス
テ
ム
の
限
界
が
露
呈
し
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
イ
)
国
会
事
前
手
続
|
|
与
党
と
の
意
見
調
整

l
l

ち
な
み
に
、
昭
和
五
十
九
年
の
通
産
・
郵
政
両
省
間
の

V
A
N

法
律
案
の
作
成
段
階
で
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
政
府
と
政
党
、
特
に
与
党
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
立
法
過
程
に
即
し
て
み
れ
ば
、

国
会
事
前
手
続
と
し
て
行
わ
れ
る
政
府
・
与
党
問
調
整
で
あ
る
。

(
幻
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
憲
法
学
の
立
場
か
ら
は
政
党
と
官
僚
の
癒
着
と
し
て
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
前
述
の

(
必
)

政
治
学
の
立
場
か
ら
は
む
し
ろ
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

我
が
国
で
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
議
員
の
中
か
ら
国
会
の
議
決
で
」
指
名
さ
れ
、
国
務
大
臣
の
「
過
半
数
は
、
国
会
議
員
の
中

か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
憲
法
上
も
行
政
機
関
の
長
た
る
大
臣
の
過
半
数
は
国
会
議
員
で
あ
る
こ
と
が
求

北法43(6・23)1297 

め
ら
れ
て
お
り
、
通
常
は
与
党
議
員
の
中
か
ら
各
省
庁
の
大
臣
が
任
命
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
閣
と
し
て
の
意
思
決
定
が
与
党
の
意
思

を
反
映
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
が
二
疋
の
範
囲
|
|
少
な
く
と
も
国
会
の
立
法
機
能
を
失
わ
し
め
な
い
範
囲
|
!
内
で
は

許
容
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



説

た
だ
、
問
題
は
、
国
会
事
前
手
続
と
い
う
事
実
上
の
ル

l
ル
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
手
続

が
事
実
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
が
二
疋
の
範
囲
内
で
は
許
容
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
の
議
院
内

論

閣
制
の
下
に
お
け
る
議
会
と
行
政
府
と
の
関
係
と
し
て
積
極
的
に
と
ら
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

(ω) 

ら
み
る
と
、
国
会
事
前
手
続
は
、
政
党
の
力
の
上
昇
に
よ
る
「
議
会
機
能
の
場
の
移
動
」
と
の
見
解
が
説
得
力
を
増
し
て
く
る
。

我
が
国
議
院
内
閣
制
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
立
法
制
定
の
作
業
は
議
会
的
機
能
と
い
う
よ
り
は
政
府
的
機
能
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
政
党
が
内
閣
と
議
会
を
結
ぶ
媒
介
項
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
、
行
政
の
監
督
権
を
議
員
の
手
中
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て

(
ぬ
)

内
閣
の
議
会
に
対
す
る
責
任
性
を
確
立
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
省
と
大
臣
の
関
係
を
み
る
と
、
①
み
ず
か
ら
の
意
見

を
も
た
な
い
大
臣
の
場
合
は
、
省
の
意
見
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
②
自
分
自
身
の
意
見
を
も
っ
て
い
る
大
臣
の
意
見
が
省
の
政
策
と

違
っ
た
場
合
に
は
、
法
律
上
は
大
臣
に
対
し
て
職
員
は
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
③
職
員
が
大
臣
と
の
争
い
で
譲
歩
し
な
い
場
合
に
は
、

(
日
)

人
事
の
更
迭
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
臣
の
優
越
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
臼
)

以
上
の
よ
う
な
政
党
な
い
し
大
臣
と
内
閣
な
い
し
各
省
庁
と
の
関
係
は
我
が
固
に
お
い
て
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
事

前
手
続
は
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
、
大
臣
個
人
で
は
な
く
、
内
閣
を
支
え
る
与
党
に
よ
っ
て
事
前
に
法
律
案
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
と
い
う

(
日
)

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
議
院
内
閣
制
の
趣
旨
に
則
っ
た
も
の
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
大
臣
責
任
制
」
に
代
わ

る
い
わ
ば
「
政
党
責
任
制
」
的
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
積
極
的
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
会

事
前
手
続
は
、
与
党
の
規
約
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
意
思
決
定
手
続
で
あ
り
、
現
に
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
し
た
ケ

l
ス
の
存
在
が
指
摘

(

臼

)

(

民

)

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
手
続
に
一
定
の
限
界
が
存
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
院
内
閣
制
と
の
関
連
に
お
け
る
そ
の
-
評

(
日
)

よ
り
実
態
を
踏
ま
え
た
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。

価
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
的
観
点
も
含
め
、
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(
二
)
国
会
審
議
段
階

(
ア
)
立
法
機
能
の
意
味

こ
こ
で
は
、
国
会
審
議
段
階
に
お
け
る
国
会
の
立
法
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、

の
意
味
を
明
ら

そ
の
前
提
と
し
て
、
「
立
法
機
能
」

か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
国
会
の
唯
一
の
立
法
機
関
性
の
問
題
と
し
て
、
内
閣
に
法
律
の
発
案
権
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
通
説
は
こ
れ
を
肯
定

(
貯
)

し
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
。
次
に
、
内
閣
の
法
律
発
案
権
を
前
提
と
し
、
政
府
提
出
法
律
案
を
念
頭
に
置
い
た

場
合
、
国
会
の
「
立
法
機
能
」

の
意
味
は
、
法
律
案
の
審
議
段
階
に
お
け
る
「
立
法
機
能
」
か
、
法
律
が
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
成
立

立法過程における意見調整システムとその限界

|
|
修
正
も
含
め
た
意
味
で
の
成
立

l
ー
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
立
法
機
能
し

の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
以
下
、
前
者
を

国
会
の
「
審
議
機
能
」
と
、
後
者
を
「
成
立
機
能
」
と
呼
ぶ
。
)

(
お
)

我
が
国
の
国
会
の
審
議
機
能
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
と
の
詳
細
な
比
較
法
的
研
究
が
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
論
及
し
な
い
が
、

こ
こ
で
は
、
審
議
機
能
の
結
果
と
し
て
の
成
立
機
能
に
注
目
し
て
み
た
い
。
け
だ
し
、
成
立
機
能
は
い
か
に
官
僚
制
が
優
位
を
占
め
よ
う
と

も
侵
し
得
な
い
機
能
で
あ
り
、
官
僚
制
優
位
論
と
の
関
連
に
お
い
て
国
会
の
立
法
機
能
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
指
標
に
な
り
得
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
会
の
唯
一
の
立
法
機
関
性
の
問
題
と
し
て
、
議
員
提
出
法
律
案
す
な
わ
ち
国
会
の
発
案
機
能
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、

議
員
提
出
法
律
案
を
増
や
す
た
め
、
発
案
か
ら
審
議
、
成
立
に
至
る
国
会
の
立
法
機
能
を
充
実
さ
せ
た
と
し
て
も
、
議
会
の
多
数
を
占
め
る

与
党
が
法
律
案
の
成
否
に
つ
い
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
る
と
い
う
事
情
に
基
本
的
な
変
更
が
な
い
以
上
、
議
員
提
出
法
律
案
の
問
題
は
、

野
党
(
少
数
派
)

の
主
張
を
よ
り
具
体
的
な
形
で
提
示
し
、
論
点
を
よ
り
具
体
化
さ
せ
る
と
い
う
審
議
機
能
の
充
実
に
そ
の
主
要
な
意
義
を
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説

見
出
す
こ
と
と
な
り
、
成
立
機
能
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
提
出
法
律
案
と
同
様
の
議
論
が
妥
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
イ
)
国
会
運
営
の
実
態

論

以
上
の
前
提
の
下
に
、
国
会
の
成
立
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
過
去
の
国
会
運
営
の
実
態
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
率
に
つ
い
て
は
、
与
党
が
安
定
多
数
を
確
保
し
て
い
た
時
代
に
必
ず
し
も
高
率
の
成
立
率
と
な
っ
て
い

た
訳
で
は
な
く
、

ま
た
、
保
革
伯
仲
時
代
で
あ
っ
て
も
、
野
党
の
対
応
如
何
に
よ
っ
て
成
立
率
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。
さ
ら
に
、
与
野
党
の
勢
力
知
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
重
要
案
件
(
七
十
年
安
保
)
や
民
主
主
義
の
根
幹
に
か

か
わ
る
政
治
問
題
(
ロ
ッ
キ
ー
ド
疑
惑
や
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
疑
惑
)
が
起
き
た
場
合
に
は
、
法
律
案
の
成
立
率
が
著
し
く
低
下
し
て
お

り
、
こ
れ
を
野
党
が
前
述
の
対
決
型
を
選
択
し
た
結
果
と
み
れ
ば
、
消
極
的
な
意
味
で
で
あ
れ
、
野
党
は
国
会
の
成
立
機
能
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
政
府
提
出
法
律
案
の
修
正
率
を
み
る
と
、
与
党
の
安
定
多
数
時
代
に
は
む
し
ろ
修
正
率
が
高
く
、
国
会
修
正
と
い
う
形
で
与
野
党

聞
の
意
見
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
保
革
伯
仲
時
代
に
は
、
野
党
が
対
決
型
の
国
会
運

営
を
指
向
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
修
正
率
よ
り
も
む
し
ろ
成
立
率
に
大
き
な
差
が
出
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
国
会
修
正
に
よ
る
意
見
調

整
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
賛
成
か
反
対
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
対
応
が
野
党
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
o 

(
ウ
)
立
法
類
型
に
よ
る
分
析
の
必
要
性

立
法
過
程
に
お
け
る
立
法
の
民
主
性
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
議
会
制
民
主
主
義
の
あ
り
方
の
根
本
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
「
憲
法

(
印
)

政
治
上
、
政
権
交
代
が
議
会
制
民
主
主
義
の
健
全
な
発
展
の
た
め
望
ま
し
い
と
い
う
比
較
憲
法
的
通
則
」
に
照
ら
し
て
、
保
守
党
に
よ
る
長

期
単
独
政
権
が
続
い
て
い
る
我
が
国
の
状
況
を
ど
う
認
識
す
る
か
と
い
う
基
本
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
選
挙
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制
度
、
政
党
の
あ
り
方
等
を
含
め
た
幅
広
い
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
最
終
的
に
は
国
民
の
選
択
の
問
題
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得

t
、.
O

J

匂
しで

は
、
政
権
交
代
の
な
い
我
が
国
の
現
状
に
お
い
て
、
国
会
の
立
法
機
能
、
具
体
的
に
は
、
審
議
機
能
及
び
成
立
機
能
は
ど
の
程
度
機
能

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
会
が
法
律
の
制
定
機
関
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
抗
争
の
場
へ
と
変
貌
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
国

会
運
営
の
実
態
を
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
も
言
い
切
れ
ず
、
野
党
の
対
応
知
何
に
よ
っ
て
法
律
案
の
成
立
率
や
修
正
率
に
相
当
の

影
響
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
は
既
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
で
述
べ
た
法
律
案
の
内
容
及
び
そ
の
成
立
意
志
に

応
じ
た
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

立法過程における意見調整システムとその限界

例
え
ば
、
個
別
利
益
型
で
、
か
っ
、
「
で
き
れ
ば
成
立
L

型
の
場
合
に
は
、
国
会
の
立
法
機
能
は
十
分
働
き
得
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

法
律
案
の
国
会
修
正
と
い
う
形
で
そ
の
審
議
機
能
及
び
成
立
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
体
制
選
択
型
で
、

か
っ
、
断
固
成
立
型
の
立
法
の
場
合
に
は
、
与
野
党
問
の
意
見
調
整
に
幅
が
少
な
く
、
野
党
も
対
決
型
を
選
択

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
国
会
は
ま
さ
に
政
治
抗
争
の
場
へ
と
変
質
し
、
個
々
の
法
律
案
の
審
議
の
場
と
い
う
よ
り
は
、
政
権

の
維
持
ま
た
は
獲
得
に
向
け
た
政
治
闘
争
の
場
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
与
野
党
聞
の
対
決
法
案
と
は

直
接
関
連
の
な
い
法
律
案
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
は
既
に
み
た
通
り
で
あ
り
、

味
で
で
あ
れ
、
働
い
て
い
る
と
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
国
会
の
立
法
機
能
が
、
消
極
的
な
意

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
中
間
に
公
益
型
立
法
が
位
置
し
て
お
り
、
政
府
・
与
党
の
成
立
意
志
の
程
度
と
野
党
の
反
対
の
程
度
に
よ
っ
て
国
会

に
お
け
る
意
見
調
整
の
幅
が
規
定
さ
れ
、
修
正
を
中
心
と
し
た
立
法
機
能
の
程
度
も
自
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
分
類
は
、
極
め
て
大
雑
把
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
国
会
の
立
法
機
能
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
法
律
案
の
類
型
に
応
じ
た
検
討
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説

が
必
要
と
な
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

論

(
三
)
結
語

以
上
、
政
府
提
出
法
律
案
を
素
材
に
、
我
が
国
の
立
法
過
程
に
お
け
る
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム
を
概
観
し
て
き
た
。
我
が
国
の
立
法
過
程
に

お
い
て
は
、
法
律
案
の
作
成
段
階
に
お
い
て
行
政
府
を
中
心
に
周
到
な
意
見
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会

審
議
の
段
階
に
お
い
て
野
党
が
粘
着
力
を
発
揮
し
、
立
法
機
能
を
相
当
程
度
発
揮
し
得
る
し
、
現
に
発
揮
し
て
き
で
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
、

国
会
の
立
法
機
能
と
い
う
場
合
、
国
会
に
お
け
る
法
律
案
の
修
正
が
重
要
な
役
割
を
果
し
得
る
こ
と
が
多
少
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

部
』
戸
り
円
い
、

ソ
連
邦
が
消
滅
し
、
東
西
両
陣
営
の
対
立
と
い
う
戦
後
の
基
本
的
な
政
治
構
造
が
崩
壊
す
る
中
で
、
我
が
国
の
立
法
環
境
も
変

化
し
つ
つ
あ
り
、
従
来
に
も
増
し
て
相
異
な
る
諸
利
益
H
諾
意
見
聞
の
意
見
調
整
の
必
要
性
が
増
大
し
、

よ
り
有
効
な
意
見
調
整
シ
ス
テ
ム

の
検
討
・
確
立
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

た
だ
、
立
法
の
民
主
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
。
特
に
、
政
府
提
出
法
律
案
の
場
合
に
は
行
政
府
、

そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
官
僚
制
が
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
行
政
府
の
判
断
の
正
当
性
な
い
し
公
平

性
を
ど
の
よ
う
に
担
保
し
て
い
く
の
か
、
特
に
、
「
専
門
職
業
化
の
貫
徹
と
政
党
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
、
公
平
無
私
性
と
非
党
派
性
が
要

(ω) 

求
さ
れ
て
い
る
」
官
僚
制
と
議
院
内
閣
制
の
下
に
お
け
る
「
政
党
責
任
制
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
更
な
る
検
討
が
必

要
と
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
行
政
府
を
中
心
と
し
た
意
見
調
整
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
利
益
集
団
等
の
意
見
が
よ
り
強
く
立
法

に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
多
様
な
ケ

l
ス
の
積
み
重
ね
に
よ
る
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
行
政
府
の
判
断
に
正
当
性
な
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い
し
公
平
性
を
強
く
求
め
る
こ
と
は
、

か
え
っ
て
国
会
を
、
例
え
ば
政
党
が
単
に
そ
の
支
持
母
体
に
代
わ
っ
て
そ
の
利
益
を
主
張
し
、

存
在
を
誇
示
す
る
だ
け
の
場
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
に
、

よ
り
形
骸
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
点
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
国
会
の
立
法
機
能
を
み
た
場
合
、

一
定
の
範
囲
に
お
い
て
は
立
法
機
能
が
働
き
得
る
と
し
て
も
、
現
在
の
代
表
民
主
制
の
下
に
お

い
て
、
政
党
|
|
与
野
党
を
問
わ
ず
|
|
の
民
意
反
映
機
能
が
ど
こ
ま
で
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、

そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
政
党
な
い
し
行
政
府
に
民
意
を
媒
介
す
る
マ
ス
コ
ミ
や
各
種
利
益
集
団
等
の
民
意
反
映
機
能
の
検
証
も
必
要
と

(
引
)

な
っ
て
こ
よ
、
っ
。

立法過程における意見調整システムとその限界

さ
ら
に
翻
っ
て
考
え
る
と
、
巨
視
的
な
国
家
的
・
国
民
的
利
益
と
い
う
観
点
が
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
重
層
的
か

っ
十
分
な
意
見
調
整
の
結
果
が
即
ち
合
理
的
な
選
択
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
強
制
委
任
を
否
定
し
た
代
表
民
主
制

の
下
に
お
け
る
立
法
の
民
主
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、

(
位
)

わ
れ
て
い
た
国
民
の
意
思
を
瞬
時
に
知
る
こ
と
」
が
、
民
主
主
義
の
最
終
的
な
帰
結
な
の
か
、
は
た
ま
た
終
罵
の
始
ま
り
な
の
か
。
現
代
社

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
に
よ
り
寸
代
表
を
仲
介
し
て
行

会
に
お
け
る
民
主
主
義
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
な
問
い
に
立
ち
返
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

(1)
小
林
直
樹
『
立
法
学
研
究
|
|
理
論
と
動
態
|
|
』
(
三
省
堂
・
一
九
八
四
年
)
五
二
頁
。

(
2
)
小
林
・
前
掲
書
(
注
l
)
五
三
頁
。

(
3
)
小
林
・
前
掲
書
(
注
l
)
五
二
頁
以
下
、
田
口
精
一
「
立
法
過
程
論
」
『
岩
波
講
座
現
代
法
3
現
代
の
立
法
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
六
五
年
)

二
二
九
頁
そ
の
他
。

(4)
村
松
岐
夫
「
立
法
過
程
と
政
党
・
圧
力
団
体
・
官
僚
の
関
係
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
四
巻
第
一
号
(
一
九
八
三
年
)

一
四

O
頁
以
下
、
岩

そ
の
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説

井
泰
信
「
「
政
治
的
神
話
」
の
検
証
」
『
日
本
型
政
策
決
定
の
変
容
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
・
一
九
八
六
年
)
ニ
四
頁
、
同
『
立
法
過
程
』
(
東
京

大
学
出
版
会
・
一
九
八
八
年
)
二
四
|
二
七
頁
、
同
「
立
法
過
程
と
立
法
過
程
研
究
i
立
法
過
程
の
政
治
学
」
『
法
律
時
報
』
六
四
巻
一

O
号
(
一

九
九
二
年
)
二
三
頁
以
下
、
伊
藤
光
利
「
国
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
機
能
|
一
党
優
位
性
に
お
け
る
議
会
1

1
」
『
政
治
過
程
と
議
会
の
機
能

日
本
政
治
学
会
年
報
一
九
八
七
年
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
八
年
)
一
二
九
頁
以
下
、
曽
根
泰
教
H

岩
井
泰
信
「
政
策
過
程
に
お
け
る
議
会
の
役

割
」
『
政
治
過
程
と
議
会
の
機
能
日
本
政
治
学
会
年
報
一
九
八
七
年
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
八
年
)
一
五

O
頁
以
下
。

(
5
)
渡
辺
久
丸
『
現
代
日
本
の
立
法
過
程
』
(
法
律
文
化
社
・
一
九
八
O
年
)
は
、
戦
後
日
本
の
立
法
過
程
論
に
つ
い
て
そ
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え

て
考
察
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

(
6
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
四

O
頁
、
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
六
回
頁
以
下
、
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
三
人
頁
以
下
、
曽
根

H
岩
井
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
五
六
頁
以
下
。

(
7
)
議
員
提
出
法
律
案
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
小
島
和
夫
「
議
員
立
法
の
概
観
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
三
巻
第
五
号
(
一
九
八
三
年
)
一

二
一
頁
以
下
、
田
口
迫
「
議
員
提
出
法
律
案
の
立
案
過
程
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
恥
・
八

O
五
(
一
九
八
四
年
)
三
四
頁
以
下
及
び
岩
井
・
前
掲
書

(注
4
)
六
四
|
六
九
頁
参
照
。

(
8
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
(
代
表
・
深
瀬
忠
こ
編
『
議
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
比
較
法
的
研
究
』
(
勤
草
書
房
・
一
九
八

O
年
)
一
二
三
頁
を

み
る
と
、
英
・
米
・
西
独
・
仏
・
ソ
連
・
中
国
・
印
度
と
比
べ
て
、
我
が
国
は
西
独
と
並
ん
で
政
府
提
出
法
律
案
の
割
合
が
高
い
こ
と
、
し
か

も
政
府
提
出
法
律
案
の
成
立
率
が
ソ
連
、
イ
ン
ド
、
英
国
に
次
い
で
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

(
9
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
・
前
掲
書
(
注
8
)
三
O
一
頁
(
清
水
陸
執
筆
部
分
)
で
は
、
国
会
の
自
主
性
確
保
の
た
め
、
議
員
立
法
の
活
用
が

重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
関
守
「
内
閣
提
出
法
律
案
の
立
案
過
程
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
恥
・
八
O
五
二
九
八
四
年
)
二
七
頁
以
下
。

(
日
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
五
六
頁
で
は
、
野
党
議
員
の
方
が
国
会
委
員
会
で
発
言
の
機
会
が
多
い
こ
と
、
野
党
は
官
僚
の
出
席
が
国
会

審
議
を
実
質
的
に
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
昭
和
六
一
年
の
公
的
年
金
制
度
改
正
に
際
し
て
は
、
事
前
に
、
学
識
者
等
に
対
す
る
幅
広
い
有
識
者
調
査
が
実
施
さ
れ
、
立
案
の
参
考
と
さ

れ
た
。
拙
稿
「
昭
和
六
一
年
公
的
年
金
制
度
改
正
の
立
法
過
程
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
八
巻
第
四
号
(
一
九
八
八
年
)
一
九
八
頁
。

(
日
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
九
七
頁
で
は
、
野
党
の
側
に
も
族
議
員
が
生
ま
れ
る
土
壌
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

論
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(U)
井
山
嗣
夫
「
立
法
過
程
の
一
事
例
研
究
|
|
国
鉄
経
営
再
建
法
を
素
材
と
し
て

l
l
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
一
一
一
一
巻
第
二
号
(
一
九
八
一
年
)

一
九
六
頁
及
び
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
五
九
頁
。
な
お
、
昭
和
五
九
年
の
健
康
保
険
法
改
正
に
際
し
て
は
、
概
算
要
求
段
階
の
改
正
案
に
対

す
る
関
係
団
体
等
の
反
対
を
も
考
慮
し
、
与
党
の
裁
定
と
い
う
形
で
内
容
の
一
部
が
修
正
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
例
は
、
国
会
事
前
手
続
の
延
長

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
昭
和
五
九
年
健
康
保
険
法
等
改
正
の
立
法
過
程
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
六
巻
第

三
号
(
一
九
八
五
年
)
四
三
八
頁
以
下
。

(
日
)
関
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
二
八
頁
。

(
四
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
一
二
三
ー
ー
三
四
頁
で
は
、
利
益
集
団
の
圧
力
活
動
の
重
点
が
伝
統
的
に
国
会
よ
り
も
官
庁
に
向
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
、

し
か
し
、
経
済
構
造
の
変
化
、
官
僚
制
の
影
響
の
弛
緩
と
共
に
、
利
益
集
団
の
圧
力
活
動
は
政
党
や
個
々
の
政
治
家
に
重
点
が
移
り
つ
つ
あ
り
、

そ
の
主
体
も
個
々
の
企
業
や
団
体
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
げ
)
関
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
二
九
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
井
山
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一
九
八
頁
、
関
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
三
一
頁
。

(
印
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
四

O
頁
、
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
六
七
頁
以
下
、
関
・
前
掲
論
文
(
注
叩
)
一
一
一
一
一
百
円
。

(
加
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
四

O
頁
。
な
お
、
村
松
は
、
こ
の
こ
と
を
政
策
形
成
に
お
け
る
主
導
力
の
移
行
の
徴
候
の
可
能
性
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
。

(
幻
)
井
山
・
前
掲
論
文
(
注
は
)
二

O
六
頁
で
は
、
国
鉄
経
営
再
建
法
を
自
民
党
総
務
会
で
了
承
す
る
に
際
し
、
総
務
会
長
か
ら
政
府
に
対
し
て
、

文
書
で
「
三
五
万
人
体
制
」
の
確
実
な
実
施
を
図
る
こ
と
等
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(
沼
)
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
三
九
頁
で
は
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
し
た
事
例
と
し
て
、
警
職
法
(
一
九
五
八
年
)
、
安
保
(
一
九
六

O
年)、

独
禁
法
(
一
九
七
五
年
)
、
健
保
法
(
一
九
八
四
年
)
、
税
制
改
革
(
一
九
八
七
年
)
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
五
一
頁
記
載
の
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ
の
時
代
区
分
に
よ
っ
た
。

(
鈍
)
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
三
二
頁
に
お
い
て
も
、
「
一
党
優
位
制
に
お
い
て
は
む
し
ろ
与
党
が
野
党
に
融
和
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
野
党

が
政
策
に
影
響
を
及
ぽ
す
チ
ャ
ン
ス
が
高
い
」
と
の
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ
の
見
方
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
伊
藤
も
「
優
勢
政
党
は
普
通
考
え
ら

れ
る
以
上
に
世
論
に
応
答
的
で
あ
り
、
野
党
に
融
和
的
で
あ
る
」
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
同
論
文
一
四
六
頁
。

(
お
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
五

O
頁
で
も
、
保
革
伯
仲
時
代
に
は
修
正
率
が
む
し
ろ
減
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

立法過程における意見調整システムとその限界

な
お
、
村

北法43(6・31)1305



説

松
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
法
案
が
通
ら
な
く
な
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
昭
和
四
九
年
か
ら
五
四
年
ま
で
の
保
草
伯
仲
期

に
つ
い
て
は
そ
の
指
摘
が
妥
当
す
る
も
の
の
、
昭
和
五
八
年
以
降
及
ぴ
平
成
元
年
以
降
の
保
革
伯
仲
・
逆
転
期
に
は
法
案
の
成
立
率
が
む
し
ろ

高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
文
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
お
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
五
一
頁
表
五
で
引
用
し
て
い
る
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ
の
研
究
に
よ
る
と
、
多
数
野
党
時
代
(
一
九
六
七
l
一

九
七
四
・
七
)
と
保
革
伯
仲
時
代
(
一
九
七
四
・
七
一
九
七
九
)
と
で
内
閣
提
出
法
案
に
対
す
る
修
正
の
う
ち
の
重
要
修
正
の
割
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
五
コ
了
四
%
と
五
七
・
五
%
と
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
重
要
修
正
の
割
合
に
は
そ
れ
程
大
き
な
差
は
な
い
こ
と
が
う
か
が

、ぇヲ品。

(
幻
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
四
七
頁
以
下
、
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
二
四
頁
以
下
、
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
三
五
頁
以
下
等
。

(
お
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
二
六
頁
以
下
で
は
、
野
党
の
抵
抗
を
可
能
に
す
る
資
源
の
中
で
最
大
の
も
の
が
会
期
を
含
め
た
「
時
間
」
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
一
二
四
頁
で
は
、
与
党
の
一
部
と
野
党
が
同
じ
立
場
に
立
っ
た
た
め
に
廃
案
と
な
っ
た
代
表
例
と
し
て
、
売
上
税

法
案
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
却
)
池
田
政
章
「
立
法
過
程
の
問
題
点
」
『
岩
波
講
座
現
代
法
3
現
代
の
立
法
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
六
五
年
)
二
五
七
頁
以
下
で
は
、
立
法
の
種

類
を
「
公
益
立
法
」
と
「
特
殊
利
益
立
法
」
と
に
分
類
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
参
考
と
し
つ
つ
、
本
文
の
よ
う
な
一
二
つ
の
分
類
を
試

み
た
。

(
泊
)
小
林
・
前
掲
書
(
注
1
)

一
O
一
頁
参
照
。

(
詑
)
渡
遁
芳
樹
「
老
人
保
健
法
制
定
の
立
法
過
程
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
二
巻
第
四
号
(
一
九
九
二
年
)
二

O
三
頁
以
下
、
岡
光
序
治
「
平
成

三
年
老
人
保
健
法
改
正
の
立
法
過
程
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
三
巻
第
二
号
(
一
九
九
二
年
)
八
九
頁
以
下
。

(
お
)
拙
稿
・
前
掲
論
文
(
注
比
)
四
二
七
頁
以
下
。

(
鈍
)
拙
稿
・
前
掲
論
文
(
注
ロ
)
一
八
九
頁
以
下
。

(
お
)
泉
真
「
「
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
の
予
防
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
に
つ
い
て
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
一
巻
第
一
号

二
五
九
頁
以
下
。

(
お
)
松
村
雅
生
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
(
個
人
情
報
保
護
法
)

論

(
一
九
九

O
年
)

の
制
定
に
つ
い
て
」

北法43(6・32)1306



立法過程における意見調整システムとその限界

『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
二
巻
第
四
号
(
一
九
九
二
年
)
一
三
一
頁
以
下
。

(
幻
)
松
本
進
「
中
小
企
業
分
野
法
の
成
立
・
改
正
に
関
す
る
立
法
過
程
に
つ
い
て
|
|
経
済
法
領
域
に
お
け
る
立
法
過
程
の
一
断
面
|
|
」
『
北
大

法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
四
号
(
一
九
九

O
年
)
一
二
五
頁
以
下
。

(
お
)
古
田
肇
「
平
成
三
年
度
大
庖
法
改
正
の
立
法
過
程
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
二
巻
第
四
号
(
一
九
九
二
年
)
一
八
一
頁
以
下
。

(
却
)
井
山
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一
九
三
頁
以
下
。

(
叫
)
松
本
・
前
掲
論
文
(
注
幻
)
で
は
、
様
々
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー
プ
等
の
交
錯
す
る
中
で
、
与
野
党
か
ら
議
員
提
案
さ
れ
、
次
に
政
府
提

出
法
律
案
に
切
り
替
え
ら
れ
、
そ
れ
が
衆
議
院
で
修
正
の
上
成
立
し
、
さ
ら
に
四
年
後
に
議
員
立
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
中
小
企
業
分
野
法

の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
M
U
)

小
林
・
前
掲
書
(
注
1
)
五
九
頁
、
田
口
・
前
掲
論
文
(
注
3
)
二
三
四
頁
以
下
。

(
位
)
小
林
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
二
頁
。

(
必
)
田
口
・
前
掲
論
文
(
注
3
)
一一一一一五頁。

(
叫
)
野
中
俊
彦
H

中
村
陸
男
H
高
橋
和
之
H
高
見
勝
利
『
憲
法

H
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
二
年
)
一
一
一
一
一
頁
(
高
橋
執
筆
部
分
)
。
ま
た
、
岩
井
・

前
掲
害
(
注
4
)
五
五
頁
で
は
、
内
閣
法
制
局
内
部
で
の
審
査
過
程
や
検
討
結
果
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
法
案
に
関
す
る
情
報
が
国
会
側

に
不
足
す
る
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
結
果
的
に
国
会
の
機
能
を
制
約
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
朝
日
新
聞
一
九
八
四
年
二
月
一
一
一
一
日
、
三
月
一
九
日
及
び
四
月
六
日
付
け
の
V
A
N
に
関
す
る
記
事
を
参
照
。

(
剖
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
五
五
i
一
五
七
頁
で
は
、
低
成
長
下
に
お
け
る
官
庁
間
対
立
の
激
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
二
七
四
頁
以
下
。
小
林
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
O
頁
も
同
旨
か
。

(
持
)
村
松
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
四
二
頁
で
は
、
国
会
を
「
最
高
」
、
「
唯
ご
と
す
る
憲
法
規
定
、
自
民
党
の
単
独
長
期
一
党
支
配
の
下
で
の

決
定
手
続
き
の
党
へ
の
傾
斜
、
自
民
党
議
員
の
専
門
化
、
官
僚
の
人
事
へ
の
介
入
の
過
程
を
経
て
「
憲
法
が
作
り
出
し
た
、
あ
る
い
は
可
能
性

を
与
え
た
範
囲
内
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
方
向
の
政
治
過
程
(
議
会
と
政
党
を
中
心
と
す
る
政
治
過
程
)
が
か
な
り
成
熟
し
て
き
た
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
三
八
頁
で
は
、
与
党
に
よ
る
国
会
事
前
手
続
に
つ
い
て
、
寸
憲
法
上
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
議
会
機
能
の
一
部
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
曽
根
H
岩
井
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
七
三
頁
で
は
、
国
会
が
「
追
認
機
関
」
に
な
る
と
い
う
現
象
は
、
「
官
僚
優
位
に
よ
る
、
議
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会
機
能
の
低
下
で
は
な
く
、
政
党
の
力
の
上
昇
に
よ
る
議
会
機
能
の
場
の
移
動
と
考
え
る
べ
き
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
叫
)
(
注
羽
)
に
お
い
て
引
用
し
た
曽
根
H
岩
井
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

一
七
三
頁
の
記
述
参
照
。

(
叩
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
・
前
掲
害
(
注
8
)
三
五
頁
以
下
(
吉
田
善
明
執
筆
部
分
)
。

(
日
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
・
前
掲
書
(
注
8
)
五
四
|
五
五
頁
(
吉
田
善
明
執
筆
部
分
)
。

(
臼
)
国
家
公
務
員
法
九
八
条
で
は
、
国
家
公
務
員
の
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
官
僚
の
人
事
に
対
し
て
大
臣
の
意
向
が

強
く
働
い
た
例
と
し
て
は
、
平
成
元
年
四
月
、
文
部
省
の
官
房
長
と
二
局
長
が
更
迭
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件

に
関
連
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
重
要
課
題
推
進
の
た
め
と
す
る
大
臣
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
一
九
八

九
年
四
月
二
二
日
付
け
記
事
等
。
!

(
臼
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
・
前
掲
書
ペ
注
8
)
三
九
頁
及
び
五
回
頁
(
吉
田
善
明
執
筆
部
分
)
。

(
臼
)
(
注
詑
)
参
照
。

(
日
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
三
八
頁
で
は
、
自
民
党
部
会
に
よ
る
政
策
決
定
過
程
は
、
憲
法
的
な
立
法
過
程
か
ら
み
る
な
ら
ば
イ
ン
フ
ォ

l
マ

ル
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
の
決
定
は
自
民
党
の
決
定
に
す
ぎ
ず
、
国
民
的
な
利
益
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
弱
点
を
含
ん
で

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
一
七
八
頁
で
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
決
定
過
程
が
重
要
性
を
増
す
に
つ
れ
、
フ
ォ
ー

マ
ル
な
決
定
機
関
と
し
て
の
国
会
の
空
洞
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
立
法
過
程
を
よ
り
大
き
な
「
密
室
」
へ
導
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

(
日
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
ム
ハ
七
!
八
頁
で
は
、
議
院
内
閣
制
が
強
い
英
、
仏
、
独
で
も
こ
の
よ
う
な
与
党
審
査
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
野
中
H
中
村
H
高
橋
H
高
見
・
前
掲
書
(
注
叫
)
五
二
五
三
頁
(
高
見
執
筆
部
分
)
。

(
問
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
・
前
掲
書
(
注
8
)
、
特
に
、
二
五
以
下
(
深
瀬
執
筆
部
分
)
参
照
。

(
印
)
深
瀬
忠
一
「
日
本
の
立
法
過
程
の
特
色
l
比
較
法
的
視
点
か
ら
|
L
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
恥
・
八

O
五
ご
九
八
四
年
一
月
)
二
三
頁
。

(
印
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
二
七
三
二
七
四
頁
。

(
引
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
一一一四
1

三
五
及
び
二
二
九
l
一
四

O
頁
で
は
、
我
が
国
の
マ
ス
コ
ミ
が
一
般
に
反
体
制
的
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
、

特
に
野
党
に
と
っ
て
有
利
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
岩
井
・
前
掲
書
(
注
4
)
二
二
二
頁
。

論
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立法過程における意見調整システムとその限界

附
記
一
本
研
究
は
、
平
成
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究
(

A

)

(

研
究
課
題
名
「
立
法
過
程
に
お
け
る
行
政
府
の
役
割
」
)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
。
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